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⽴川市緑の基本計画 素案（案） 概要版 

１ 計画の基本的事項 

○都市緑地法第４条第１項に基づく「市町村の緑地
の保全及び緑化の推進に関する基本計画」 

○市内の緑全般を対象として、市⺠の⾝近にある⽔
や緑、⽣きものと調和したまちづくりを進めてい
くための基本となる計画 

緑の基本
計画とは 

⽴川市全域 対象区域 

令和 2（2020）年度〜令和 6（2024）年度（５年間） 
※令和２（2020）年 12 ⽉策定予定 

計画期間 

○緑に被われている空間 
樹林地（崖線上の斜⾯林、雑⽊林、社寺林、
屋敷林等）、草地、農地及び公共施設・⺠間
施設・住宅の庭先等 

○河川、⽤⽔・分⽔、湿地、湧⽔地等の⽔⾯及び⽔辺地 
○緑に被われていないものの永続性、公開性の⾼い

オープンスペース*（公園、広場、グラウンド等
のうち、緑に被われていない部分）や芝地 

対象と 
する

「緑」 

■計画の概要 

①本市の緑の成り⽴ちと現状、市のこれまでの取組の検証結果等
を踏まえた計画改定 

②市⺠アンケート、パブリックコメント等を通じて聴取した市⺠
の意⾒を反映と、市⺠とともに緑を育み、増やす取組の充実 

③市の上位計画・関連計画（⽴川市第４次⻑期総合計画、⽴川市
都市計画マスタープラン、⽴川市第２次環境基本計画等）、東京
都の関連計画との整合、連携 

④「都市緑地法等の⼀部を改正する法律（平成 29 年法律第 26
号）」をはじめとする、最新の法制度の反映と活⽤ 

⑤上位計画の⽬標年度である令和６（2024）年度までの計画策定 

計画改定の趣旨 

■計画改定の背景及び趣旨 

公園緑地政策を取り巻く変化 
○新たなステージに移⾏する緑とオープンスペ

ース施策（ストック効果の向上*、⺠との連携
の加速、都市公園等の⼀層柔軟な活⽤等） 

○都市農地の位置づけの変化 
〜「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へ〜 

○持続可能な開発⽬標（SDGs）*、グリーンイ
ンフラ*の取組推進 

○「東京が新たに進めるみどりの取組」等、東
京都の新しい動き 

図の出典）⽴川市景観計画 

■本市の緑の成り⽴ち 

○本市の地形はほぼ平坦ながら、北側の台地から南に向かってなだらかに下り、台地と多摩川沿いの低地の境にある⽴川崖線を経て、多摩川沿いの平地
に⾄ります。⽴川崖線沿いには斜⾯林が残り、連続した緑を形成するとともに、斜⾯の下には湧⽔があり、多様な⽣きものの⽣息空間となっていま
す。また、崖線に沿って根川と⽮川が流れています。 

○市の南部には、縄⽂時代や奈良時代、平安時代の遺跡が数多くあり、古くから⼈々の⽣活が営まれていました。 
○江⼾時代に⼊ると、市の北部において新⽥開発により集落（砂川新⽥）が開かれ、⽟川上⽔の開削を機に、集落は五⽇市街道に沿って東⻄に広がって

いきました。五⽇市街道周辺には、現在でも短冊状の敷地割が特徴的な農地や、北⾵や砂埃を含む「⾚っ⾵」から家屋を守る防⾵林の役割を果たして
きた農家の屋敷林が残されており、屋敷林の⼀部であるケヤキ並⽊、⽟川上⽔などとともに、特徴的な郷⼟景観を形成しています。 

○明治時代の鉄道開通、⼤正時代の⽴川⾶⾏場の開設などにより、多摩地域の中⼼都市としての発展がはじまりました。昭和 52（1977）年の⽴川基地
全⾯返還後、跡地周辺において都市基盤の整備が進みました。市の中央部の新市街地は、現在もなお、多摩地域における代表的な拠点の⼀つとして、
商業・業務機能等の集積が図られており、近年、商業・業務施設の整備等に伴って魅⼒的な緑の創出が進んでいます。 

○さらに、市の中央部⻄側には、広⼤な敷地を有する国営昭和記念公園があり、緑豊かな環境を形成しています。 

環境保全 

健康・福祉の向上 

安全・安⼼の確保
（防災・減災） 

地域コミュニティの
醸成 

経済・活⼒の向上 

■緑の役割 

○都市の中で、緑は多様な機能を担っています。 

⼆酸化炭素の吸収、⼤気の
浄化、⽣きものの⽣息・⽣
育空間 など 

観光地や撮影地としての
魅⼒増進などを通じた地
域経済・活⼒の維持 

⼤震⽕災時の避難地や延
焼遮断帯の形成 など 

祭りや公園管理活動など
を通じた交流による、地
域への愛着や地域コミュ
ニティの醸成 

⼦どもや⼦育て世代が安
⼼して遊べる空間、健康
増進の場の提供 など 

緑の役割 

図の出典）⽴川市ＨＰ 

⽟川上⽔ 

⽴川崖線 

根川緑道 

⽴川市の地形と主な緑 

昭和 30 年ごろの五⽇市街道の様⼦ 

本市のこれまでの取組 
昭和 48（1973）年 

⽴川市オープンスペ
ース基本計画 策定 

平成２（1990）年 
⽴川市みどりの基本
計画 策定 

平成 11（1999）年 
⽴川市みどりの基本
計画 改定 

資料４ 

資料３p.２〜３ 
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２ 本市の緑の現況と課題 

■緑の分布とみどり率*の推移 

■市⺠協働による 
緑の保全・創出の取組 

■施設緑地（公園）、地域制緑地 
の現況 

平成 25（2013）年度参考値と 
平成 30（2018）年度の⽐較 

○本市では、南部に位置する⽴川崖線の斜⾯林、
北部の⽟川上⽔沿川及び五⽇市街道周辺の農地
や屋敷林、中央部⻄側の国営昭和記念公園等に
まとまった緑が残されていますが、市域全体の
緑は、過去 20 年間で⼤きく減少しています。 

○平成 30（2018）年度のみどり率は 35.9％で
す（緑被率*では 30.7％）。 

〇同じ精度で計測され、⽐較可能な直近の平成
25（2013）年度から平成 30（2018）年度に
かけての推移をみると、総⾯積は 61ha 減少
し、みどり率は 2.5 ポイント低下しました。公
園・緑地約 2ha 増えていますが、樹林・原
野・草地が約 42ha、農地が約 21ha 減少して
おり、市の北部を中⼼に、農地とその周辺の樹
林のまとまった減少がみられます。 

○本市には、平成 31（2019）年４⽉ 1 ⽇現在、国営昭和記念公園
など 257 箇所、177.5ha の公園（都市公園、都市公園以外の公
園、その他の合計）がありますが、本市管理の公園は、公園１箇
所当たりの⾯積が⼩さいこと、施設の⽼朽化などが課題となって
います。 

○⾵致地区*、⽣産緑地地区*、保存樹⽊・保護樹林地*、東京都保
全地域*の指定により、⽟川上⽔沿川及び五⽇市街道周辺の樹林
地、屋敷林、農地や、⽴川崖線の斜⾯林が保全されています。 

○本市では、市⺠の協⼒により、まちなかの緑化、公園、樹林地
等の管理を進めており、緑の保全・創出を進める⼤きな⼒とな
っています。 

緑化推進協⼒員による花植え 緑地、樹林地等保全ボランティ
アによる樹林地等の管理活動 

主な公園と地域制緑地の分布 

※このページの地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500 分１地形図を利⽤して作成したものである。（承認番号）30 都市基交著第162 号 
※緑分布は、東京都環境局より貸与されたみどりシェープデータを基に作成したものである。 

平成 30（2018）年度の緑の分布 

拡⼤図 

みどり率等の推移 

五⽇市街道 

⽟川上⽔ 

国営昭和 
記念公園 

⽴川崖線 

※農⽤地⾯積は、課税資料（各年１⽉１⽇）に基づき整理された⾯積で、緑被地（樹⽊被
覆地、草地）と、緑被地以外の部分を含む。 
平成 25（2013）年度参考値は、平成 30（2018）年度と同じ⼿法・抽出精度で算出した
値。図中の破線は、緑被地の抽出精度が同⼀の範囲を⽰す。 

資料３p.11〜14 資料３ 
p.17〜25 

資料３p.26 
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２ 本市の緑の現況と課題 

■現⾏計画に基づくこれまでの取組 

【基本理念】 
○現況の特⾊ある緑を⽣かした⽴川らしさにあふれる緑豊かなま

ちづくりを進める。 
○そのために、市内の貴重な⾃然環境や⼈々がはぐくんできた郷

⼟景観を守り、それらを未来に伝え、さらに、これからの⽴川
市にふさわしい新しい緑を創出する。 

○そしてその実現のために、市⺠や事業者と⼀体となって考え、
取り組む。 

「⼈」をつなぐ 「時」をつなぐ 

基本⽅針 
⽴川の歴史と 

⾵⼟がはぐくん
できた緑を守っ

ていきます 

これからの 
⽴川にふさわ
しい緑を増や
していきます 

市⺠と⼀体と
なって緑を 

育てていきま
す 

⾻格を 
つくる⽔
や緑をつ
なげてい
きます 

   

⾝近な緑
を広げて
いきます 

   

⽣き物と 
共存できる
まちづくり
を進めてい

きます 

   

 
 

緑を 
「まもる」

ための 
取り組み 

 
 

緑を 
「ふやす」

ための 
取り組み 

 
 

緑を 
「そだてる」 

ための 
取り組み 

【策定年次】平成 11 年（1999 年） 
【⽬標年次】令和２年（2020 年） 

⽬標達成状況 

施策の進捗 

緑を 
「まもる」

ための 
取り組み 

緑を 
「ふやす」

ための 
取り組み 

緑を 
「そだてる」 

ための 
取り組み 

樹林地 

河川・⽔辺 
⽟川上⽔ 

農地 
屋敷林 

社寺林等 

公園 

道路 
公共施設 

⺠有地の緑 

緑との 
ふれあい 

普及・奨励 

⽀援のため
の体制づく
り 

 前計画策定時 現況 
平成 31（2019）年 

達成 
⾒込み 現況 

平成 10（1998）年 
20 年後の⽬標 

令和２（2020）年 
緑地の確保⽬標 
（都市公園、地域制緑地等の⾯積） 

約27％〔約26％〕※１ 
（約 670ha） 

市域の約 30％ 
（概ね 740ha） 

約 26％ 
（約642ha） 困難 

公園の確保⽬標 
（市⺠⼀⼈当たりの公園⾯積） 

10.96㎡〔8.53㎡〕※１ 
（3.72 ㎡）※２ 

16.5 ㎡ 
（10.5 ㎡） 

9.82 ㎡ 
（3.86 ㎡） 困難 

※１ 前計画策定時現況の〔 〕は、国営昭和記念公園の⾯積を供⽤⾯積で計算した値 
※２ 公園の確保⽬標の欄の括弧内は、国営昭和記念公園の⾯積を除いた市⺠⼀⼈当たりの公園⾯積 

○保護樹林地の指定、市による保全管理（1.76ha） 
○都との協定等による崖線上の緑地の保全、管理 
▲防災（崖線の崩落防⽌⼯事）と緑の保全との調整 

施策 

○東京都との協定に基づく、残堀川憩いの⽔辺の管理 
▲法規制等により困難な⽔辺空間の整備、活⽤に関する取組の⾒直し 

○保存樹⽊指定による樹⽊保全、借地公園内の社寺林の保全管理 
▲相続、維持管理負担を背景とした保存樹⽊の指定解除への対応 
▲⽣産緑地の減少 

○⼤規模公園（泉町⻄公園）整備、提供公園により市の設置・管理する都市
公園 約 12.5ha 増加（Ｈ10→Ｈ30） 

▲計画的な⽤地取得が困難 ▲公園、緑道の樹⽊の⽼⽊化 

○都市計画道路・幹線道路の新設・拡幅、市庁舎建設に伴う緑化の実施 
▲既存緑道の拡幅、⽣活道路や鉄道沿線の緑化、交差点部のポケットパーク

整備は安全⾯、⽤地取得等の⾯から困難 
※街路樹のあり⽅⽅針を策定予定（R2 年度） 

○まちづくり指導要綱に基づき⼀定規模以上の開発⾏為等おける緑化 
▲申請の減少により⽣垣補助事業を廃⽌（ただし、危険ブロック塀対応とし

て撤去⼯事等への助成を創設（H30 年度）） 

○市⺠団体や事業者の活動を協⼒・⽀援しながら公園緑地の整備を推進 
▲サイクリングロードの⾒直し 

○緑化推進協⼒員会、公園等清掃美化協⼒員会、公園等管理協⼒員への⽀援
事業を通じて普及啓発を実施 

○「緑化推進協⼒員会制度」、「緑地、樹林地等保全ボランティア団体⽀援制
度」、「公園等清掃美化協⼒員会制度」を実施、また「緑化まつり」におい
てボランティア活動を広報 

▲ボランティア団体の⾼齢化 

対象とする緑等 ○︓主な実績、▲︓主な課題、※︓現⾏計画に記載のない新たな取組 

⽬標達成⾒込み及び 
施策の進捗を踏まえ 
⾒直しを要する点 

現⾏計画の概要 

【施策体系】 

【緑の配置⽅針】 

﹁
緑
﹂
を
つ
な
ぐ 

﹁
⼈
﹂
を
つ
な
ぐ 

﹁
緑
﹂
を
つ
な
ぐ 

○⾝近な公園（住区基幹公園）
の整備、⾵致地区等の緑の保
全の取組を進めてきたが、農
地の減少を背景に緑地の確保
⽬標、公園の確保⽬標とも、
達成困難な⾒込み 

本市の⼟地利⽤、将来
的な⼈⼝減少と財政の
⾒通しを考慮すると、
今後、⼤規模な公園緑
地を確保することは容
易ではない 

防災等の観点から必要
な公園緑地を確保しつ
つ、緑をさまざま形で
まちづくりに⽣かすこ
とによって、市⺠の暮
らしを豊かにしていく
という⽅向性を打ち出
していくことが必要で
はないか︖ 

そのカギとなるのは、
市⺠と緑とのつなが
りではないか︖ 

資料３p.27〜30 
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樹林地など 
の⾃然の緑 

河川・⽔辺 
⽟川上⽔ 

農地 
屋敷林 
寺社林等 

公園 

道路 
公共施設 

⺠有地の緑 

市⺠、 
事業者 
との協働 

○⾃然環境の豊かさや公園の存在は、本市の魅
⼒の⼀つ（市⺠満⾜度調査、来街者意向調査） 

○樹林地など⾃然の緑、⽔辺の緑は豊かだと感
じられる⼀⽅、⺠有地の緑は少ない印象 

○保全施策に対するニーズは⾼い 
○保全活動にも⼀定の協⼒意向 
 

○新規整備に対するニーズは低い 
 

○保全施策のニーズが⾮常に⾼く、市の貴重な
緑の資源の⼀つとして認識 

 

○保全は必ずしも重視されていない 
○⼀⽅で、市⺠農園の利⽤や野菜購⼊には⾼い

関⼼があることから、利⽤価値は認識 

○中央地域を中⼼に、公共空間の緑化と緑の適
切な維持管理に対する市⺠の期待は、⾮常に
⾼い 

 

○緑は増えてほしいと思われているが、⺠有地の
緑化⽀援策に対するニーズは低い 

○⼀⽅で、⾃宅でできる花や緑の育成に⾼い関⼼ 
 

○市⺠、事業者と市の連携や普及啓発に関する
取組は、あまり重要視されていない 

○30 年を経過する⽣産緑
地地区の宅地化の可能性 

※決定から 30年が経過した生産
緑地地区では、いつでも指定解
除が可能となるため、宅地への
転換が生じる可能性がある。 

○樹⽊の⼤径化・⽼齢化
や、気候変動による台⾵
の⼤型化等を背景とした
倒⽊リスクの増⼤ 

○公園の管理運営、⺠との 
連携等のマネジメント 

○都市公園の維持修繕基準の法令
化、都市公園の樹⽊の点検・診断
に関する指針（案）の公表 

○暑熱対策の⼀つとしての
緑化（緑陰形成）の重要
性の⾼まり 

○緑地の整備における⺠と
連携（都市緑地法「市⺠
緑地認定制度*」等） 

○⾼齢化や⾃治会加⼊率の
低下に伴う活動の担い⼿
の減少 

○⾬⽔流出抑制対策*とし
ての緑地や農地の保⽔・
遊⽔機能の重要性の⾼ま
り 

緑全般 

→緑の保全、緑化を市⺠にとって⾝近な問題と
して認識していただき、緑の価値を共有して
いくことが必要 

→まちの魅⼒となる緑の創出、育成が重要 

→意識のギャップを埋め、都市農地、郷⼟景観
の保全に対する意識を⾼めていくことが必要 

→既存の公園の改良・再整備（遊具や休憩場所
の充実等）、利⽤中⼼の⼦育て世代の管理運
営への参画が課題 

→花や緑に親しめる暮らしにつながる啓発や⽀
援が重要 

→市の重要な魅⼒、資源として継続的な保全が
必要 

→市の重要な魅⼒、資源として継続的な保全が
必要 

○少⼦化、⾼齢化、⼈⼝減少 
○ＳＤＧｓ、グリーンインフ

ラ、気候変動への適応、⽣
物多様性*等への対応 

○樹林地の保全、適切な維持管理への⽀援 
・減少傾向にある樹⽊・樹林地の所有者の維持管理負担軽

減に向け、市⺠協働による保全⽀援が必要 
・崖線の倒⽊リスクへの対応等、緑の安全性の確保も必要 
○保全施策の継承と環境・防災減災の考慮 
・⽴川市らしさを代表する緑の軸、郷⼟景観として多摩

川、残堀川、⽟川上⽔等を保全し、緑と⽔のつながりを
充実させていくことが必要 

・緑地、農地保全と連携した流域の⾬⽔流出抑制、⽔循環
の保全など、緑が持つ環境保全、防災減災機能等を⽣か
していくことが必要 

○新たな制度活⽤を含む農地保全の取組 
・減少傾向にある農地を保全していくため、特定⽣産緑地*、

都市農地貸借法*など、さまざまな制度を活⽤することが
必要 

・農地の利⽤や市内農産物の購⼊などを通じて、市⺠も農
地の保全を⽀えられるよう、意識啓発が必要 

○⾝近な公園の魅⼒と機能の向上 
・公園の管理運営⽅針を明確にし、施設の⽼朽化、樹⽊の

⽼⽊化への適切な対応、⼩規模が多い既存の公園の魅⼒
と機能向上を図っていくことが必要 

・計画的公園配置と開発提供公園*の位置が必ずしも⼀致し
ない状況を踏まえつつ、防災等を考慮し、公園の確保に努
めることが必要 

○公共空間における健全な緑の育成 
・⾯的な緑の確保が難しい中で、緑の豊かさを感じられるま

ちをつくっていくため、視覚的に豊かさが感じられる緑の
確保や暑熱環境の緩和等を考慮しつつ、健全な緑を育成し
ていくことが必要 

○本市の魅⼒として認識されている⾃然の緑の保全、公
園のさらなる魅⼒と機能の向上が必要 

○そのためにも、市⺠、事業者、市が協⼒して緑との
つながりを育み、連携を広げていくことが重要 

⼤切な緑を守り継ぐ 
○崖線の緑、多摩川、残堀川、⽟川上⽔をはじめとする河

川・⽤⽔など、⾃然環境の豊かさは本市の魅⼒の⼀つと
して認識されており、本市の重要な緑の資源です。 

○農地、屋敷林、社寺林や五⽇市街道のケヤキ並⽊など
の郷⼟の緑は、所有者の管理負担、相続等を背景に減
少傾向にあります。また、保全に対する市⺠の関⼼は
必ずしも⾼くありません。 

○本市の歴史や⽂化を伝える緑を次世代に継承していく
こと、そのために⾃然の緑、郷⼟の緑に対する市⺠の
関⼼を⾼め、地域全体で緑の保全を⽀えていくことが
必要です。 

課題のまとめ 

緑の持つ⼒を 
安⼼して住み続けられる 

まちづくりに⽣かす 
 ○暑熱環境の緩和、⽣物多様性、安全・安⼼の確保（防

災）、健康・福祉の増進などの観点から緑は必要です。 
○⼀⽅で、⼗分な機能を果たせていない⼩規模公園や公

園施設の⽼朽化、街路樹の根上がりや⽣育不良など、
問題を抱える緑も存在しています。 

○公園、道路、公共施設の整備や、⺠間開発事業の機会
を捉えて緑の確保を進めること、創出した緑が地域に
必要とされる機能を発揮できるよう適切に管理し安全
を確保しつつ、活⽤していくことが必要です。 

現状、現⾏計画の進捗、市⺠意識等から 
把握された課題の振り返り 

○市街地、敷地の特性に合わせた多様な緑化の誘導 
・緑の豊かさを感じられるまちなみを形成していくため、

開発事業等において誘導すべき緑化のあり⽅を⾒直すこ
とが必要 

・優良事例の奨励普及などを通じて「質の⾼い緑」を共有
し、取組を広げていくことが必要 

市⺠、事業者、市が 
協⼒して緑を守り育てる 

○本市の魅⼒である緑を⽣かして豊かな暮らし、魅⼒あ
るまちづくりを実現していくためには、市⺠、事業者
の協⼒が不可⽋です。 

○そのための第⼀歩として、農地や屋敷林、並⽊、公園
といった⾝近な緑の存在とその役割を市⺠に知っても
らい、関⼼を⾼めていくことが必要です。 

○同時に、緑を守り、育て、⽀える活動に多くの市⺠や
事業者が関われるよう、多様な参加の機会と⽅法をつ
くっていくことも必要です。 

○緑への関⼼喚起と多様な参加機会の創出 
・緑を⾝近な問題として捉えてもらう第⼀歩として、市⺠

に向けて緑の魅⼒を積極的に発信していくことが必要 
・多世代の参加促進に向け、活動体験の機会の創出や寄附

など参加⽅法の幅を広げるなど、多様な参加機会を創出
していくことが必要 

・⽀援を必要とするフィールド、活動したい⼈、活動を⽀
える⼈をマッチングするしくみも必要 

２ 本市の緑の現況と課題 

■市⺠意識（アンケート調査結果より） ■緑を取り巻く環境、
社会情勢等の変化 資料３p.31〜35 資料３p.38 

資料３p.36〜37 
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○⽴川崖線の緑、多摩川・残堀川・根川・⽟川上⽔に沿った緑、五⽇市街道沿道地域及び国営昭和記念
公園⼀帯を、⾻格となる⾃然的・歴史的な緑と位置づけ、保全していきます。 

○主要な幹線道路、栄緑地を、⾻格や拠点を結ぶ緑の軸として位置付け、緑のネットワークを形成します。 
○地域のレクリエーション拠点であり、⽣きものの⽣息・⽣育環境、防災など多様な機能を担う⼤規模

な都市計画公園・緑地（総合公園、地区公園、近隣公園*、都市緑地）を緑の拠点に位置付けます。 
○⼩規模な都市計画公園（街区公園*）、⼀定規模以上の⾝近な公園を、⾝近な緑の拠点に位置付け、

⼦どもの遊びや学び、市⺠の健康づくり、地域コミュニティの活性化、にぎわい創出、都市の魅⼒向
上の拠点として活⽤していきます。 

○それぞれの地域の⼟地利⽤、緑の特性
に応じ、市⺠、事業者と協⼒して緑を
保全、創出していきます。 

緑と⼈がつながり、ともに⽣きるまち ⽴川 
○⽴川崖線や多摩川・残堀川・⽟川上⽔の⽔辺に連なる緑、五⽇市街道の屋敷林の⼀部であるケヤキ並

⽊及び沿道地域に広がる農地・屋敷林・雑⽊林など、先⼈たちの営みの中で守り育まれてきた⾃然
的・歴史的な緑や郷⼟の緑は、本市の⼤きな魅⼒です。 

○市⺠、事業者、市が協⼒してこれらの緑を守り継いでいくとともに、⽴川駅周辺をはじめとするまち
のにぎわいや⽇々の⼼地よい暮らしを彩る緑、暑熱環境の緩和、⽣物多様性、安全・安⼼の確保（防
災）、健康・福祉の増進などを⽀える緑を広げ、市⺠が誇れる緑のまちの実現をめざします。 

○その原動⼒となるのが、緑を守り、増やす市⺠、事業者の⾏動です。その⾏動をさらに広げていくこ
とを⽬標に、市⺠が⾝近な緑のことを知り、⽇々の営みの中で緑とのつながりを持ち続けること、そ
して、緑を通じて⼈と⼈とがつながり、新たな活動を広げていくことを⼤切にし、市⺠、事業者、市
が協⼒し、みながともに緑を誇れるまちづくりを推進します。 

○本市の緑を象徴する、崖線の緑、
多摩川、残堀川、⽟川上⽔等の河
川・⽤⽔、五⽇市街道のケヤキ並
⽊等、⾻格となる⾃然的・歴史的
な緑を守り継いでいきます。 

○本市の緑の役割、⼤切さ、そして魅⼒を市⺠、事業者、市が共有し、⼀体となって緑
を守り、緑の豊かさを⾼めていくため、⾝近な緑を知る機会を充実させていきます。 

○緑を守り育む市⺠の活動をさらに進めていくとともに、農地や樹林地を所有する⼈、
活動する⼈々をさまざまな形で⽀える⼈のつながりを育んでいきます。 

⽅針
１ 緑と⼈のつながりを育み⽣かす 

⽅針
２ 緑を守り⽣かす 

３ 計画の将来像と⽬標 

■次期計画の将来像 

■⽅針 

■計画の⽬標 

■緑の配置⽅針 

○前計画は、３つの視点「『⼈』をつなぐ︓市⺠と地域を結ぶ」、「『時』をつなぐ︓歴史性と⽴川らしさ
のある緑の継承」、「『緑』をつなぐ︓⽔と緑がつくる構造の強化」の下に設定した６つの基本⽅針に
基づき、「まもる」、「ふやす」、「そだてる」の３つの取組を進めてきました。 

○前計画の考え⽅を踏まえつつ、市⺠、事業者とともに、緑の持つ⼒を⽣かしたまちづくりを進めてい
くため、取組の基本となる⾏動に着⽬して、３つの⽅針を設定します。 

○本市の緑の⾻格をなす、先⼈たちの営みの中で守り育まれてきた⾃然的・歴史的な緑や郷⼟の緑を守
りつつ、計画的な公園整備、市⺠、事業者との協働による商業・業務地や住宅地の緑化を進めること
で、中⻑期的に緑の総量（みどり率）を維持していきます。 

○本計画の計画期間においては、公園整備及び樹林地・農地の保全により緑地を着実に確保し、現状を
維持するとともに、市⺠、事業者とともに緑を守り、豊かさを⾼め、⽣かす取組を広げていくことを
めざし、３つの⽅針に対応した⽬標を設定します。 

中⻑期的な⽬標 

計画期間の⽬標 
 

令和２〜６ 
（2020〜2024）年度 

今ある貴重な緑を守るとともに、あらゆる場所に新たな緑を創出して 
緑の総量（みどり率）を維持していく 

❶緑を守り育む市⺠の活動を広げる 
【指標】公園等清掃美化協⼒員会管理の公園数 
❷市⺠と協⼒して⾃然的・歴史的な緑や郷⼟の緑を維持する 
【指標】保存樹⽊本数・保護樹林地⾯積 

都市農地（⽣産緑地）の⾯積 
❸公園の整備を着実に進めるとともに、市⺠協働で公園の活⽤

の幅を広げる 
【指標】都市公園等⾯積、公園の柔軟な活⽤ 

各⽅針の
⽬標 

緑の 
確保⽬標 

現状（みどり率約 35％）の維持に努めつつ、市⺠が豊かさを
実感できる緑を増やしていく 
【指標】市内の住宅地・商業地の緑が豊かだと感じる市⺠の割合 

○⼈々の営みの中で受け継がれてきた、
農地、屋敷林、社寺林等の郷⼟の緑を
地域全体で⽀え保全します。 

○市⺠、事業者と協⼒して、住宅地や
商業・業務地などにおいて、緑の豊
かさを実感できる多様な緑化を進
め、減りつつある緑の総量を維持し
ていきます。 

緑の豊かさを 
⾼め⽣かす 

⽅針
３ 

○公園や街路樹、公共施設の緑を適切に維
持管理するとともに、地域住⺠のコミュ
ニティ空間の形成やにぎわい創出につな
がる公園の整備、安全性と快適な利⽤環
境の維持、活⽤を進め、まちの魅⼒、活
⼒を⾼めていきます。 

資料３p.39 

資料３p.40 

資料３p.41 

資料３p.42 
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①公園の活⽤や計画的な整備 
②⾝近な公園の機能⾒直しと再⽣ 
③地域住⺠、⺠間事業者と連携した公園の柔軟な活⽤ 
④安全で快適な公園利⽤を⽀える維持管理の推進 

■施策体系 

⽅針１ 

緑と⼈の 
つながりを 
育み⽣かす 

⽅針 2 

⽅針 3 

緑の豊かさを 
⾼め⽣かす 

１.１ 緑を知り、緑にふれあう機会の充実 

１.２ 多様な参加機会の創出 

２.１ ⽴川崖線の緑の保全 

２.２ 豊かな⽔辺の保全 
（多摩川、残堀川、根川緑道、⽟川上⽔、⽤⽔・分⽔・湧⽔等） 

２.３ 武蔵野の⾯影を伝える緑の保全 
（五⽇市街道のケヤキ並⽊、屋敷林、社寺林、保護樹林地） 

２.４ 農地の保全と活⽤ 

３.３ 地域の魅⼒となる公園づくり 

３.４ 健全で豊かな道路の緑の育成 

３.２ 緑の豊かさが感じられるまちなみづくり 

３.５ 公共施設の緑化推進 

１.３ 創造的な活動の⽀援 

①崖線の緑の保全と安全確保 
②⽮川緑地の湿地環境の保全 

①多摩川、残堀川の河川環境の保全と⽔辺空間の適正利⽤ 
②根川緑道の桜並⽊とせせらぎの保全 
③⽟川上⽔の保全 
④⽤⽔・分⽔、湧⽔の保全 

①多様な⼿法を活⽤した緑化の推進 

①接道部を中⼼とした住宅地の緑化推進 

①街路樹の適切な植栽と維持管理 

①公共施設再編に合わせた緑の質の向上 

施  策 

 重点的な取組の設定 

【重点的な取組２】 
⽴川公園ガニガラ広場 

を拠点とした 
活動の拡⼤ 

【重点的な取組３】 
保存樹⽊、保護樹林地等の

保全における 
市⺠、ボランティア団体と

の協働促進 

【重点的な取組４】 
地域住⺠、⺠間事業者と 

連携した 
公園の柔軟な活⽤ 

 今回の計画改定において重視してい
る市⺠とともに緑を育み、増やす取組
の充実に向け、今後の取組のモデルと
なる取組を「重点的な取組」に設定
し、５年間の事業計画を具体的に⽰し
ます。 

①五⽇市街道のケヤキ並⽊の保全 
②屋敷林、社寺林等の保全 
③保存樹⽊、保護樹林地等の保全における市⺠、ボランティ

ア団体との協働推進【再掲】 

①さまざまな制度を活⽤した農地の保全 
②市⺠の農への関⼼向上とふれあいの促進 

①緑に関する情報発信の充実 
②⽴川の緑の魅⼒の共有と発信 

①保存樹⽊、保護樹林地等の保全における市⺠、ボランティ
ア団体との協働推進 

②公園の管理、地域緑化への市⺠参加の促進 
③多様な参加機会の創出 

主な取組 

①⽴川公園ガニガラ広場を拠点とした活動の拡⼤ 
②さまざまな活動をつなぎ、広げるしくみづくり 

市⺠参加の取組 

緑を 
守り⽣かす 

3.１ 開発事業等にあわせた緑の創出 

【重点的な取組１】 
⽴川の緑の情報と 

魅⼒の発信 

【重点的な取組５】 
安全で快適な公園利⽤を 
⽀える維持管理の推進 

資料３p.44〜57 
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【主な緑の資源】 
⽟川上⽔、五⽇市街道のケヤキ並⽊ 
⽟川上⽔⾵致地区、野⽕⽌⽤⽔、⽣産緑地、 
保存樹⽊・保護樹林地、屋敷林、川越道緑地、 
栄緑地 

５ 地域別の⽅針 

６ 緑化重点地区の計画 ７ 推進体制及び進⾏管理 

北部⻄地域（⼀番町・⻄砂町） 北部中地域（柏町・砂川町・上砂町） 北部東地域（若葉町・幸町・栄町） 

中央地域（泉町・緑町・曙町・⾼松町） 

南地域（富⼠⾒町・柴崎町・錦町・⽻⾐町） 

⼀番・⻄砂地区 

上⽔北地区 上⽔南地区 

若葉・幸地区 

栄地区 

泉・緑地区 

曙・⾼松地区 

富⼠⾒地区 柴崎地区 錦・⽻⾐地区 

【主な緑の資源】 
⽟川上⽔、残堀川、五⽇市街道のケヤキ並⽊ 
五⽇市道⾵致地区、⽟川上⽔⾵致地区 
⽣産緑地、市街化調整区域*の農地、屋敷林 

【主な緑の資源】 
国営昭和記念公園 
サンサンロード及び沿道施設の緑 
中⼼市街地の商業・業務空間を彩る多様な緑 

■取組の⽅向性 
豊かな⾃然環境と農⾵景の継承 

■取組例 
・五⽇市道⾵致地区、⽟川上⽔⾵致地区の保全 
・五⽇市街道のケヤキ並⽊、屋敷林などの郷⼟

の緑の保全 
・⾝近な公園の確保  など 
 

○地域別の⽅針を公園の整備やまちづくりに反映していくため、都市計画公園・緑地の整備の促進を図る区
域、まちづくりの中で緑化を進める必要性が⾼い区域である次の５地区を「緑化重点地区」に定めます。 

（１）砂川公園周辺地区  （２）川越道緑地周辺地区  （３）富⼠⾒公園周辺地区 
（４）⽴川公園周辺地区  （５）ＪＲ⽴川駅周辺地区 

○本計画の実現に向けて、市⺠、事業者が、それぞれ⾝近な緑を守り、育み、⽣かすとともに、市は、市⺠
の活動⽀援、事業者による緑化の誘導、市⺠協働による都市公園等の整備と管理運営などに取り組み、多
様な主体で構成する「⽴川市緑化推進協議会」を活⽤して施策を推進します。 

○本計画に基づく施策の実効性ある推進を図るため、PDCA サイクルに沿って⽬標の達成状況を定期的に点
検・評価し、継続的に⾒直しを図ります。 

【主な緑の資源】 
⽟川上⽔、残堀川、 
五⽇市街道のケヤキ並⽊ 
⽟川上⽔⾵致地区 
⽣産緑地、保存樹⽊、 
屋敷林 
砂川公園、⾒影橋公園 

■取組の⽅向性 
武蔵野の⾯影を残す郷⼟の緑を⽣か
す緑のまちづくり 

■取組例 
・⽟川上⽔周辺の⾃然環境の保全 
・⾝近な緑の拠点となる公園の確保  

など 

■取組の⽅向性 
武蔵野の⾯影を残す郷⼟の緑の保全 
と緑豊かな住環境の形成 

■取組例 
・⽟川上⽔⾵致地区、五⽇市街道の 

ケヤキ並⽊、保存樹⽊等の保全 
・⽣産緑地の保全       など 

■取組の⽅向性 
緑の⾻格と拠点をつなぐネットワークの形成 

■取組例 
・⽴川崖線の緑の保全と安全確保 
・ＪＲ⻄⽴川駅~富⼠⾒公園周辺〜残堀川

〜多摩川緑地を連絡する緑豊かな歩⾏者
ネットワークの形成 

・幹線道路整備にあわせた道路、沿道の 
緑化推進            など 

■取組の⽅向性 
国営昭和記念公園、サンサンロード沿道の豊か
な緑を⾻格とした緑のネットワークの形成 

■取組例 
・公共施設、道路を中⼼とした、多摩地域の中

⼼都市にふさわしい、豊かな緑の創出・育成 
・国営昭和記念公園を拠点とした⽔と緑のネッ

トワークの形成 など 

■取組の⽅向性 
訪れる⼈々をもてなす緑空間の創出 

■取組例 
・ＪＲ⽴川駅を中⼼としたまちづくりに合わせ

た商業・業務空間における緑の創出 
・⼩規模な公園が近接する地域における各公園

の機能の⾒直しと再⽣の検討   など 

【主な緑の資源】 
⽴川崖線、 
残堀川、多摩川 
⽮川緑地 
⽴川公園・根川緑道・
ガニガラ広場（⽥んぼ） 
社寺林、屋敷林 
市⺠農園 

■取組の⽅向性 
歴史を伝える緑を保全・活⽤した緑のネット
ワーク形成 

■取組例 
・⽟川上⽔⾵致地区、五⽇市街道のケヤキ並⽊、

保存樹⽊・保護樹林地等の保全 
・川越道緑地の整備充実 
・⾝近な緑の拠点となる公園の確保  など 

■取組の⽅向性 
栄緑地を軸とした、歩いて楽しい緑のまちづ
くり 

■取組例 
・栄緑地の緑を⾻格とした、緑豊かな歩⾏者ネッ

トワークの形成 
・保存樹⽊の保全 
・⽣産緑地の保全 
・⼩規模な公園が近接する地域における各公園

の機能の⾒直しと再⽣の検討   など 

■取組の⽅向性 
⾃然や歴史と⼀体となった緑の保全と市⺠
活動の促進 

■取組例 
・⽴川崖線の緑の保全と安全確保 
・市⺠農園の活⽤を通じた農とのふれあい 
・市⺠協働による根川緑道の桜並⽊の保全、

⽴川公園ガニガラ広場を拠点とした活動
展開            など 

■取組の⽅向性 
まちにうるおいをもたらす緑と⽔辺の保全 
・活⽤ 

■取組例 
・⽴川崖線の緑の保全と安全確保 
・⽮川緑地の湿地環境の保全、市⺠に向け

た情報発信 
・多摩川、柴崎分⽔、⽮川⽤⽔等の⽔辺の

保全 
・⽴川公園の拡充・整備      など 

資料３p.58〜67 

資料３p.68〜73 資料３p.74〜75 
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【参考】⽤語解説

 ⽤語 説明 
あ ⾬⽔流出抑制対策 ⾬⽔を⼀時的に貯留したり、地下に浸透させたりすることで、河川の負担

を軽くし、⽔害を防⽌・軽減する取組のこと。 
 オープンスペース 公園・広場・河川・農地など、建物によって覆われていない⼟地、あるい

は敷地内の空地の総称。 
か 街区公園 誘致距離 250m の範囲内で１箇所当たり⾯積 0.25ha を標準として配置す

る、主として街区内に居住する者の利⽤に供することを⽬的とする公園。 
 開発提供公園 都市計画法による開発⾏為に伴い整備され、市に帰属された公園のこと。 
 近隣公園 誘致距離 500m の範囲内で１箇所当たり⾯積２ha を標準として配置する、

主として近隣に居住する者の利⽤に供することを⽬的とする公園。 
 グリーンインフラ 社会資本整備や⼟地利⽤などのハード・ソフト両⾯において、⾃然環境が

有する多様な機能を活⽤し、持続可能で魅⼒ある国⼟・都市・地域づくり
を進める取組のこと。 

さ 市街化区域 都市計画法による都市計画区域のうちのひとつ。既に現在市街地を形成し
ている、もしくは線引きをされてから 10 年の間に市街化を図るべきと判
断されたかのいずれかの区域。市街化区域内では⽤途地域が定められ、⼟
地利⽤について細かく規制が定められている。 

 市街化調整区域 都市計画法による都市計画区域のひとつ。市街化を抑制すべき区域。 
 持続可能な開発⽬標 

（SDGs） 
平成 27（2015）年 9 ⽉の国連サミットで採択された「持続可能な開発の
ための 2030 アジェンダ」にて記載された国際⽬標。持続可能な世界を実
現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成される。 

 市⺠緑地認定制度 ⺠有地を、地域住⺠の利⽤に供する緑地として設置・管理する者が、設置
管理計画を作成し、市区町村⻑の認定を受けて、⼀定期間当該緑地を設置・
管理・活⽤する制度（都市緑地法第 60 条）。 

 住区基幹公園 住⺠の⽇常の利⽤に供する⽐較的⼩規模な公園の分類のこと。規模の⼩さ
いものから街区公園、近隣公園及び地区公園がある。 

 ストック効果の向上 整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継続的に中⻑
期にわたり得られる効果のこと。 

 スプロール 市街地が無計画に拡⼤し、⾍⾷い状の無秩序な市街地を形成すること。 
 ⽣産緑地（地区） 市街化区域内の農地について、その緑地機能を評価し、将来にわたる計画

的なまちづくりを推進する観点から都市計画に定める地域地区。 
 ⽣物多様性 地球上に多様な⽣きものが存在していること。⽣態系、種間（種）、種内

（遺伝⼦）の３つのレベルで多様性があるといわれている。 
た 東京都保全地域 東京都が「東京における⾃然の保護と回復に関する条例」に基づき、良好

な⾃然地や歴史的遺産と⼀体になった樹林などを保全地域に指定する制
度。本市には、⽮川緑地保全地域、⽴川崖線緑地保全地域、野⽕⽌⽤⽔歴
史環境保全地域及び⽟川上⽔歴史環境保全地域の⼀部が含まれる。 

 都市計画公園・緑地
の整備⽅針 

都市計画公園・緑地の計画的・効率的な整備を進めることを⽬的として、
東京都と区市町で平成 23（2011）年 12 ⽉に改定した⽅針（現在改定中）。 

 特定⽣産緑地 都市計画決定から 30 年が経過した⽣産緑地について、所有者等の意向を
基に、買取りの申出が可能となる期⽇を 10 年延期する制度。 

 ⽤語 説明 
 都市農地貸借法 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の略称で、都市農地（市街化区

域内の農地のうち⽣産緑地）の貸し借りをスムーズに⾏うために制定され
た法律のこと。 

は ⾵致地区 都市計画法に基づく地域地区の⼀つ。都市における⾵致を維持するために
定められる。「都市の⾵致」とは、都市において⽔や緑などの⾃然的な要
素に富んだ⼟地における良好な⾃然的景観のこと。 

 保存樹⽊・保護樹林
地 

市内に残された貴重な緑を次代へ引き継ぐために、「⽴川市緑化推進条例」
に基づき、指定した樹⽊、樹林地のこと。 

ま 緑のネットワーク 都市公園や緑地を、緑道や街路樹、河川などの⽔辺によって結び、⼈々や
⽣きものが相互に⾏き来できるような緑の連続性をつくっていくこと。 

 緑確保の総合的な 
⽅針 

特に減少傾向にある⺠有地の既存の緑を計画的に確保することを⽬的と
して、東京都と区市町村で平成 28（2016）年３⽉に改定した⽅針（現在
改定中）。 

 みどり率 緑が地表を覆う部分（緑被地）に公園区域・⽔⾯を加えた⾯積が、地域全
体に占める割合のこと。 

や 屋敷林 家の建っている敷地内の林。防⾵や防雪の⽬的で設置。 
ら 緑被率 ⼀定区域の中で、上空から⾒て芝や⾼⽊の樹冠など緑が地表を覆う部分の

⾯積が占める割合のこと。 
 


